
令和８年度要介護認定調査業務委託仕様書 

 

１ 業務名  

要介護認定調査業務委託 

２ 目 的  

本業務は、介護保険法（平成 9年法律第 123号）の規定に基づき、被保険者からの要

介護認定申請に係る認定調査（以下「調査」という。）について、公平・中立的立場で

迅速かつ適正に実施し、円滑で安定的な要介護認定調査体制となるよう委託する。  

３ 履行期間  

契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

ただし、委託対象となる要介護認定調査業務は、契約締結日から令和９年３月１５日

までの発注分として、履行期間中の１３発注者による確認検査を合格した成果物分とす

る。 

４ 調査対象者  

調査対象者は、次に掲げる者とする。  

⑴ 要支援及び要介護認定の申請があった者。  

⑵ １３発注者による確認検査において再調査が必要と判断された者。  

５ 調査内容  

国から提示されている最新の「要介護認定 認定調査員テキスト」に基づき、発注者

所定の認定調査票により調査を実施するものとする。  

６ 調査に従事する者  

⑴  訪問調査に従事する者（以下「認定調査員」という。）は、受注者に所属する

介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者であること。  

⑵ 受注者は認定調査員を選出し、発注者へ認定調査員に係る資格等を有する証明書

の写し及び「承諾書（別記様式）」を提出するものとする。  

⑶ 受注者は認定調査員について、その研修の機会を確保し、もってその資質の向上

に努めるものとする。  

７ 調査対象者の通知等  

発注者は、受注者に対し、調査対象者を「介護保険 要介護認定 訪問調査依頼書」に

より調査対象者情報及び提出期限を通知する。 

８ 調査事務等  

⑴ 調査の依頼を受けた受注者の認定調査員は、調査日時・場所等に関する内容を確

認し、速やかに調査対象者及びその家族等に訪問の予約等の連絡を行うものとする。 

⑵  調査に必要な移動の手段は、受注者が用意するものとする。 

⑶ 不服申し立て等において説明対応が必要となった場合、発注者は会議等への出席 

を受注者にもとめることができる。  



⑷  調査の実施に伴う事務に要する費用（会議等への出席を含む）については、委

託料に含むものとする。  

９ 調査の実施  

⑴   原則として、１名の調査対象者につき１名の認定調査員が１回で認定調査を終

了することとするが、１回目の調査の際に、調査対象者が急病等によってその状

況が一過的に変化している場合及び４⑵に該当する者等においては、再度調査日

を設定し認定調査を行うものとする。 

⑴  調査内容に不備があり、再調査が必要と発注者が判断した場合、受注者は直ち

に再調査を行うものとする。 

⑶ 受注者は、認定調査員に対し、受注者に所属することを証する身分証明書等を携

帯させ、調査対象者又はその立ち合い者等に対し、これを提示させなければならな

い。  

⑷ 調査を実施する際には、国から提示されている最新の「要介護認定 認定調査員テ

キスト」及び発注者から配布された調査に関する資料に基づき、公平公正な調査の

実施に心がけるものとする。  

⑴  発注者は、必要と認めるときは、受注者に調査の実施状況の報告を求めること

ができる。  

⑹ 受注者は、調査の際に、事故が発生した場合には速やかに発注者及び、調査対象

者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

１０ 調査実施の指示  

⑴  発注者は、委託業務について、受注者に必要な指示をすることができるものとす

る。  

⑵  受注者は、発注者から指示を受けたときは、これに従わなければならない。  

１１ 認定調査票内容の検査の実施  

⑴  受注者は、認定調査員が作成した認定調査票の検査を、責任をもって実施する 

こと。 

⑵ 検査については、受注者が、前記９調査の実施⑶に基づいた内容であることを確

認した上で、発注者が一次判定ソフトに認定調査票を入力時に、エラーの出ない状

態とすること。  

１２ 認定調査票の提出  

⑴ 受注者は、依頼された調査に係る認定調査票を、介護保険要介護認定訪問調査依

頼書に記載の要介護認定調査票提出期日以内に発注者に提出するものとする。 

ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。  

⑵ 認定調査票は完成品での提出であること。  

⑶ 実施した調査の対象者情報を記載した書類を作成し、認定調査票とともに提出す



ること。  

⑷ やむを得ず提出期限内に認定調査票が提出できない場合は、「認定調査票未提出

一覧」に遅延理由を記載し提出のうえ、速やかに認定調査票を提出すること。 

なお速やかに認定調査票の提出ができない場合は、進捗状況を報告すること。  

１３ 発注者による確認検査  

⑴ 発注者は受注者から認定調査票を受理後、認定調査票の内容等を確認する。 

⑵ 受注者は、認定調査票提出後、北本市介護認定審査会において、調査内容につい

ての確認の指示が出された場合には、発注者からの問合わせに対して誠意を持って

対応すること。  

⑶ 実施した調査の調査対象者が不服申立てをした場合、受注者は発注者の指示に基

づき、発注者の定める期日までに口頭及び書面で内容を報告しなければならない。  

１４ 業務完了報告書の提出  

受注者は当該月の調査結果一覧を添えて翌月１０日までに、業務完了報告書を発注

者に提出するものとする。 ただし、年度最終月の業務完了報告書については、末日

までに提出しなければならない。 

１５ 委託料の支払等  

⑵  受注者は、１４と伴に当該月の費用を発注者に請求するものとする。 

⑶  発注者は、前号に基づく委託料の請求書の受理後３０日以内に受注者に対し支

払うものとする。ただし、請求書の内容に不備があった際はこの限りではない。  

１６ その他  

⑴  本委託に係る書類の様式は、発注者の指定した様式を使用するものとする。 

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

⑵ 受注者は、受託業務に関する書類を事業所に整備しなければならない。 

⑶ 発注者は、委託業務について、受注者の事業所に対し、立入り調査し、必要な報

告を求め、委託業務の実施について必要な指示を受注者に与えることができる。  

 ⑷ 発注者は、受注者に対し、認定調査の内容等について説明を行うよう、認定調査

員等の会議等への出席を求めることができる。 

⑸ 認定調査の実施に際して、別紙の個人情報取扱特記事項、法令及び国の指定基準

を遵守するものとする。  

⑵  本契約に定める事項その他調査の業務上の必要な事項について疑義が生じた場 

合には、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。  

⑶ 協議によってもなお本契約が解決できない場合は、裁判所をもって紛争を解決す 

るものとする。  

⑷ 本契約終了後も８⑶、１６⑶、⑷、⑸、⑹においては、その効力を有するものと 

する。ただし、８⑶、１６⑶、⑷、⑹においては、1年間に限るものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



個人情報取扱特記事項  

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）  

第１ 北本市（以下「発注者」という。）が保有する個人情報を取り扱う者（以下「受

注者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理す

るための個人情報の取扱いにあたっては、北本市個人情報の保護に関する法律施行条例

その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのない

よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者の監督） 

第２ 受注者は、本件業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第６６条、

第６７条、第１７６条及び第１８０条の規定の内容を周知し、従事者から承諾書（別記

様式）の提出を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により従事者から承諾書の提出を受けたときは、発注者に対

し、その写しを提出しなければならない。 

３ 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、

第４第１項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ

適切な監督を行わなければならない。 

（損害のために生じた経費の負担） 

第３ 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼし

た損害を含む。）のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その

損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注

者が負担するものとする。 

 （安全管理措置） 

第４ 受注者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の

漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど

必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたとき

は、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。 

３ 発注者は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を

行う。  

 （利用及び提供の制限） 

第５ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以

外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなく

なった後においても、同様とする。 

 



（個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第６ 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協

議の上、その提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若

しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

（複製等の禁止） 

第７ 発注者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体

の外部への送付又は持出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある

行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りで

ない。 

（収集の制限）  

第８ 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当

該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければな

らない。  

（厳重な保管及び搬送）  

第９ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損そ

の他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。  

（資料等の返還） 

第１０ 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録さ

れた資料等（電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。）を速やかに発注者

に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うも

のとする。 

２ 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会い

の下に返還対象資料等を廃棄することができる。 

３ 前２項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等につい

て準用する。 

 （再委託の禁止等） 

第１１ 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、

又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請

け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して

次に掲げる事項を行わなければならない。 

 ⑴ 法第６６条、第６７条、第１７６条及び第１８０条の適用を受けることの説明を

すること。 

⑵ 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること。 



 ⑶ 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要か

つ適切な監督をすること。 

３ 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合におい

ては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当

該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。 

（取扱状況の報告等） 

第１２ 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方

法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き

書面により報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況、管理

状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査す

ることができる。 

３ 発注者は、受注者に対し、前２項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要

な指示をすることができる。 

（契約の解除） 

第１３ 発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故を発生

させたときは、この契約を解除することができる。 

  （安全確保上の問題への対応） 

第１４ 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったと

きは、直ちにその旨を口頭により発注者に報告するとともに、遅滞なく当該報告内容を

記載した書面を提出しなければならない。 

２ 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全を

害する事態である場合には、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告するとともに、

被害の拡大防止及び原状回復のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当

該事案に係る本人への対応（本人に対する適宜の手段による通知を含む。）等の措置を

発注者と協力して講じなければならない。 

  （その他）  

第１５ 受注者は、第１から第１２に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 

  



（別記様式） 

 

 

承 諾 書 

 

 

  私は、本件業務（要介護認定調査業務委託）に従事するに当たり、その業務を通じ

て取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第６６条（安全管理措置）、第６７条（従事者の義務）、第１７６条及び第１８０条（罰

則）の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。 

   

記 

 

 

  説明した者  ○○○○○ 

○○○（本件業務に関する総括責任者の役職名）○○○○（氏名） 

 

 

      年  月  日 

                      所属・職名 

 

          承諾者（従事者）    氏名 

 

 


